
□ 外壁の後退距離の限度に関する適用除外について 

１ 都市計画の内容 

（１）対象区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 

（２）都市計画の変更内容 

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域において定めている外壁の後退距

離の限度 1.0ｍについて適用除外の規定を設ける。 

２ 経緯（理由）

  本市では、現在の第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域において、良好な住

環境を維持するために敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の後退距離を1.0

ｍと定めている。 

平成 26年 2 月 18 日に都市計画決定された 3・4・619 石山・穴の沢通及び 3・4・620 石山・

藤野通において、都市計画道路の事業を予定している。 

当該都市計画決定では、道路拡幅及び道路新設を予定していることから、従前の道路境界線

が変更される予定である。このため、本市で定めている外壁の後退距離の限度 1.0ｍを満たせ

ない建築物が発生する。 

このように、今後、新たな都市計画道路等の施行により同様な状態が発生することが想定さ

れるため、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の外壁の後退距離の限度 1.0

ｍについて適用除外の規定を設ける。 
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